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慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究
センター規程

制定　平成 22 年 3 月 30 日
改正　平成 23 年 3 月 25 日
　　　平成 26 年 7 月 4 日

（設置）
第１条　慶應義塾大学に，慶應義塾大学デジタルメ
ディア ・ コンテンツ統合研究センター（Research　 
Institute　for　Digital　Media　and　Content。以下，

「ＤＭＣ研究センター」という。）を置く。

（目的）
第２条　ＤＭＣ研究センターはデジタルメディア ・
コンテンツに関連する研究教育活動を通して，慶應義
塾の総合力を活用した人文科学，社会科学，理工学，
医学などの融合による新しい知の創造と流通の国際的
な先導を実現し，新たな産業，教育，文化，芸術分野
等の創出に貢献することを目的とする。

（事業）
第３条　ＤＭＣ研究センターは前条の目的を達成する
ため，次の事業を行う。
１　デジタルコンテンツに関連する研究
２　デジタルコンテンツの国際的流通を促進するデジ
タルコンテンツ生成 ・ 蓄積 ・ 発信に関わる事業
３　デジタルコンテンツに関連する国際的な人材育成
を目的とした教育事業
４　各事業の国際的な産官学連携を推進する事業
５　その他ＤＭＣ研究センターの目的を達成するため
に必要な事業

（組織）
第４条　①　ＤＭＣ研究センターに次の教職員を置
く。
１　所長　１名
２　副所長　若干名
３　研究員　若干名
４　専門員　若干名
５　事務長　１名
６　職員　若干名
②　所長は，ＤＭＣ研究センターを代表し，その研究
と業務を統括する。
③　副所長は，所長の命により，所長を補佐し，必要

に応じてその職務を代行する。
④　研究員は，兼担研究員とし，必要に応じて有期の
大学教員をおき，所長の指示に従い研究に従事する。
⑤　専門員は，専門員（有期）とし，ＤＭＣ研究セン
ターの事業目的を達成するために必要な職務を行う。
⑥　事務長は，ＤＭＣ研究センターの事務を統括する。
⑦　職員は，事務長の指示により必要な職務を行う。
⑧　なお，ＤＭＣ研究センターに必要に応じて訪問学
者を置くことができる。

（協議会）
第５条　①　ＤＭＣ研究センターにデジタルメディ
ア ・ コンテンツ統合研究センター協議会（以下，「協
議会」という。）を置く。
②　協議会は，ＤＭＣ研究センターの諮問機関とし
て，ＤＭＣ研究センターの基本方針および関連する諸
事項について協議する。
③　協議会は，次の者をもって構成する。
１　所長
２　副所長
３　大学各学部長および大学大学院各研究科委員長
４　大学メディアセンター所長
５　事務長
６　その他所長が必要と認めた者
④　協議会は，所長が招集し，その議長となる。
⑤　構成員の任期は，役職で選任された者はその在任
期間とする。その他の者は 1 年とし，重任を妨げない。
ただし，任期の途中で退任した場合，後任者の任期は
前任者の残任期間とする。

（運営委員会）
第６条　①　ＤＭＣ研究センターにデジタルメディ
ア ・ コンテンツ統合研究センター運営委員会（以下，

「運営委員会」という。）を置く。
②　運営委員会は，次の事項を審議し，ＤＭＣ研究セ
ンターの円滑な運営を図る。
１　ＤＭＣ研究センターの研究 ・ 運営の基本方針に
関する事項
２　ＤＭＣ研究センターの事業計画に関する事項
３　ＤＭＣ研究センターの研究員の人事に関する事項
４　ＤＭＣ研究センターの予算 ・ 決算に関する事項
５　ＤＭＣ研究センターの研究 ・ 運営に必要なその
他の事項
③　運営委員会は，次の者をもって構成する。
１　所長
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２　副所長
３　事務長
４　その他所長が必要と認めた者
④　運営委員会は，所長が招集し，その議長となる。
⑤　構成員の任期は，役職で選任された者はその在任
期間とする。その他の者は 2 年とし，重任を妨げない。
ただし，任期の途中で退任した場合，後任者の任期は
前任者の残任期間とする。

（任免）
第７条　①　ＤＭＣ研究センターの教職員の任免は，
次の各号による。
１　所長は，大学評議会の議を経て，塾長が任命する。
２　副所長は，所長の推薦に基づき，塾長が任命する。
３　研究員は，運営委員会の推薦に基づき，塾長が任
命する。
４　研究員のうち，有期の大学教員は，運営委員会の
推薦に基づき，大学評議会の議を経て，塾長が任命す
る。
５　訪問学者については，「訪問学者に対する職位規
程（昭和 51 年 8 月 27 日制定）」の定めるところに
よる。
６　専門員，事務長および職員については，「任免規
程（就）（昭和 27 年 3 月 31 日制定）」の定めるとこ
ろによる。
②　所長，副所長の任期は 2 年とし，重任を妨げない。
ただし，任期の途中で退任した場合，後任者の任期は
前任者の残任期間とする。
③　研究員の任期は 2 年とし，重任を妨げない。ただ
し，研究員のうち，有期の大学教員の任期は 1 年度以
内とし，重任を妨げない。

（経理）
第８条　①　ＤＭＣ研究センターの経理は，「慶應義
塾経理規程（昭和 46 年 2 月 15 日制定）」の定めると
ころによる。
②　ＤＭＣ研究センターの事業には，次の資金をもっ
て充てるものとする。
１　外部機関からの委託研究資金
２　外部機関または個人からの寄附金
３　その他

（規程の改廃）
第９条　この規程の改廃は，協議会の審議に基づき，
大学評議会の議を経て塾長が決定する。

附　則
①　この規程は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
②　この規程の施行に伴い，「慶應義塾大学デジタル
メディア ・ コンテンツ統合研究機構規程」は廃止す
る。
附　則（平成 23 年 3 月 25 日）
この規程は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。　
附　則（平成 26 年 7 月 4 日）
この規程は，平成 26 年 7 月 1 日から施行する。
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慶應義塾大学 DMC 紀要編集委員会規約

１．慶應義塾大学デジタルメディア ・ コンテンツ統
合研究センター ( 以下、DMC 研究センター ) のもとに、

『慶應義塾大学 DMC 紀要』（以下、『紀要』）の編集を
目的として、慶應義塾大学 DMC 紀要編集委員会（以
下、委員会）を置く。

２．委員会は次の各号をもって構成する。
① DMC 研究センター所長
② DMC 研究センター副所長
③ DMC 研究センター 研究員 若干名
④その他 DMC 研究センター所長が認める者 若干名

３．職位によらない委員の任期は 2 年とし、重任は
妨げない。委員が任期未満で交代した場合、後任者の
任期は、前任者の残任期間とする。

４．委員長は DMC 研究センター所長とし、委員会の
招集を行う。

５．副委員長は DMC 研究センター副所長とし、委員
長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、そ
の職務を代行する。

６．職位によらない委員の任免は、DMC 研究センター
運営委員会（以下、運営委員会）において行う。

７．各委員の役割分担については、委員会において決
定する。

８．委員会は、『紀要』の計画立案、編集、投稿規定
の改廃などにあたる。

９．委員会は、投稿原稿の査読について査読者 2 名
を選出し、委嘱する。必要があれば外部の専門家に委
嘱する。採否は、査読者の査読に基づき、委員会が決
定する。

１０．『紀要』は原則として、DMC 研究センターが管
理する Web サイトでの公開とする。

１１．『紀要』の通称は『DMC 紀要』とし、英文では
『DMCReview』とする。

１２．本規約の改廃は、運営委員会において行う。
（附則）
この規約は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
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